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グループホーム 福音の園・川越  重要事項説明書 
 

１．事業主体概要 

事業主体名 特定非営利活動法人 福音の園・埼玉 

法人の種類 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） ２００４年１月２７日認証 

代 表 者 名 理事長 杉澤 卓巳 

所 在 地 350-0016 埼玉県川越市木野目１８７８番地１ 

 

法人の目的 

この法人は、認知症高齢者、要介護老人、機能訓練を要する者に対してグループホ

ーム、デイサービスに関する事業を行ない、社会福祉の向上に寄与することを目的

とします。 

２．ホーム概要 

ホ ー ム 名  グループホーム 福音の園・川越 

 

ホームの目的 

認知症対応型共同生活介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び

管理運営に関する事項を定め、事業所の介護職員が、認知症の状態にある

要介護高齢者に対し、適正な認知症対応型共同生活介護を提供すること。 

 

 

ホームの運営方針 

①利用者である要介護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めるものとします。 

②要介護者が自立した生活を営むことができるよう、家庭的な環境の下で、

入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことに努めるものとします。 

ホームの責任者 管理者 杉澤 玉美 

開 設 年 月 日 ２００４年１０月１日 

保険事業者指定番号 １１７０４０１３８２ 

所 在 地 350-0016 埼玉県川越市木野目１８７８番地１ 

電話並びにＦＡＸ番号 ０４９-２３０-１１１１ ／ ０４９-２３０-１１１２ 

ホームページ https://www.gospelgarden-fukuinnnosono.com/ 

敷地概要（権利関係） 借地 

建物概要（権利関係） 所有 

居 室 の 概 要 専用面積１４.９㎡ １８部屋（個室）洋室、冷暖房機、サービスコール、

クローゼット、トイレ、テレビ端子 

共用施設の概要 食堂・居間、台所（ＩＨ調理器）、洗濯室、洗面所、トイレ、脱衣室、浴室 

（リフト付）、エレベーター、面談室、大型液晶テレビ、屋外花菜園 

緊急対応、防犯・防災 

設備等の概要 

サービスコール（各個室）、火災通報装置、スプリンクラー 

３．協力医療機関 

協力医療機関 １．医療法人 聖心会  南古谷病院 

２．医療法人社団 恵安 ファースト歯科 

３．医療法人社団 厚友クリニック 厚友クリニック 

診 療 科 目 １．内科・外科・消化器科・整形外科・循環器科・皮膚科・眼科・放射線科 

２．歯科（往診診療、口腔ケア） 

３．内科（往診診療） 

４．職員体制 

施設管理者  １人（常勤） 

直接介護職員 １８人（うち非常勤１４人） 
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その他の職員  １人（経理事務員） 

５．勤務体制 

昼間の体制 ６人 早出 7:00～16:00 日勤 9:00～18:00 遅出 13:00～22:00 

夜間の体制 ２人 夜勤 22:00～翌 8:00  

６．サービス及び利用料金 

介護保険サービスは、食事・排泄・入浴・着替えの介助、健康管理、相談、援助等は要介護度に

応じて包括的に提供され、１割～３割は自己負担となります。（実際は、各単位数を合計したものに、厚

生労働大臣が告示で定める１単位の単価の規定により１０円に川越市の地域区分における割合を乗じて得た単位を

乗じて計算しますので、若干の誤差が生じることがあります）。なお、当該単価が改正された場合は、これら

の利用料も自動的に改定されます。 

また、介護保険の区分支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担い

ただきます。 

【基本部分】負担割合に応じて、「負担割合の表示額」となります。 

介護保険サービス 利用者負担（１割） 利用者負担（２割） 利用者負担（３割） 

要支援 ２ ２３,６５４円 ４７,３０８円 ７０,９６２円 

要介護度 １ ２３,７８２円 ４７,５６４円 ７１３４６円 

要介護度 ２ ２４,８９６円 ４９,７９２円 ７４,６８８円 

要介護度 ３ ２５,６６０円 ５１,３２０円 ７６,９８０円 

要介護度 ４ ２６,１７０円 ５２,３４０円 ７８,５１０円 

要介護度 ５ ２６,６７９円 ５３,３５８円 ８０,０３７円 

【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

初期加算 

医療連携体制加算（Ⅰ）ハ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

１ヶ月あたり自己負担額 955 円(1割)/1,910 円(2割)/2,865 円(3割) 

１ヶ月あたり自己負担額 37単位(1割)/74単位(2割)/111単位(3割) 

１ヶ月あたり所定単位数の 1000分の 78に相当する単位数で算定した額 

１ヶ月あたり自己負担額 10単位（１割）/20単位（2割）/30単位（3割） 

 

入 居 一 時 金 ３００､０００円（敷金は退居時、原状回復費用を差し引いた上で返金いたします。 

また、家賃や食費等の滞納時、差し引き充当いたします。「老人福祉法第 14条の４」） 

居 室 の 提 供 居室提供費：６５,０００円／月 

食 事 の 提 供 食 材 料 費：５０,７００円（一日 1,690円）含む：オヤツ代 3,000円 

管 理 負 担 金 光 熱 水 費：１５,９００円（一日   530円） 

 

日 常 生 活 費 

紙オムツ（パッド・１枚 30円、リハビリパンツ・1枚 110円、テープ式・１枚 130円） 

理美容サービス（１回・１,８００円 出張理美容店立替分実費） 

通院受診付き添い（１時間・１,０００円）／家族食事代（１食・６００円） 

生きがい活動の提供 １,０００円／回  園芸福祉士らによる「園芸療法活動」を行ないます。 

 

利用料のお支払い 

先月分を、翌月 15日にご請求致します。下記指定口座へお振込み下さい。 

 銀行名：東和銀行 東松山支店 

 口座名：普通預金 ３２２８２０３ 特非）福音の園・埼玉 

※自動払込利用依頼後は、毎月 27日に預金口座より引き落とされます。 

７．事故発生時の対応について 

  サービスの提供にあたり、事故等発生時は速やかに契約者へ詳細な連絡をいたします。また、 

  関係機関へ報告いたします。さらに自己の責に帰すべき場合には、損害賠償責任保険会社へ 

事故発生報告をいたします。 

なお、当該利用者または他の利用者等の生命及び身体を保護するため緊急やむを得ない場合に 

身体的拘束等を行なう際の手続きを、行政の指導に基づき適切に定めております。 
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８．苦情の受付について 

 １．当ホームにおける苦情の受付―苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

    〇苦情受付窓口 担当者：管理者 杉澤 玉美 

 ２．行政機関苦情受付 

    埼玉県：埼玉県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口［０４８-８２４-２５６８］ 

    川越市：川越市介護保険課 苦情相談窓口［０４９-２２４-８８１１］ 

９．地域運営推進会議の実施について 

  運営推進会議は、利用者（家族）、地域住民の代表者、地域福祉に知見を有する福祉専門職者等 

  に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱 

  え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを 

  目的に設置が義務付けられているものです。弊事業所では２ヶ月に一回（開催月第４週の午後。 

１時間）、年間６回開催しており、うち３回は合同開催しております。 また、運営推進会議に 

おいて第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行うことができるとして実施しており 

ます。運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成し、当該「開催報告書」 

を川越市介護保険課へ提出の上、公表しております。 

10．第三者による外部評価の実施について 

  地域密着型サービス外部評価は、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を 

図ることを目的として、グループホームは原則として少なくとも年に１回は自ら提供する介護

サービスの質の評価を実施し、定期的に外部の者による評価（外部評価）を受け、それらの結

果を公表することが義務付けられています（厚生労働省令 第３６条第８６条第２項）。 

11．第三者による外部評価について 

  外部評価の実施状況 ・実 施 日 ２０２３年１月２６日 

            ・実施期間 有限会社プログレ総合研究所 

            ・評価結果の公表 ２０２３年４月１１日 

 

 

認知症対応型共同生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

説明者氏名 

 

 

管理者            印          ２０  年   月   日 

 

私は、本書面に基づいた事業者から重要事項の説明を受け、認知症対応型共同生活介護の提供開始に同

意します。 

 

同意者氏名 

 

 

利用者：               契約者：            印 

 

 


